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はじめに

◎�本書は、消防設備士第６類の試験合格に必要な知識及び過去の試験問題をまとめ

たものです。

◎�試験問題は合計35問で構成されており、科目別の内容及び本書の章は次のとおり

となっています。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

筆記

消防関係法令（共通） ６問 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（６類） ４問 第２章　消防関係法令（第６類）

機械に関する基礎的知識 ５問 第３章　機械に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

機械部分 ９問
第４章　消火器の構造・機能

第５章　消火器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　消火器の規格に関する省令

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等

◎�合格基準は、筆記と実技で分かれています。

◎�筆記の合格基準は各科目毎に40％以上の点数で、かつ、全体の出題数の60％以

上の点数となっています。従って、ある科目の正解率が40％未満の場合は、他の

科目全て満点であっても不合格となります。

◎�実技の合格基準は、60％以上の点数となっています。実技は１つの問題について、

問いが２～３問程度出されている場合が多く、この場合は配点が細分化されます。

ただし、配点内容は公表されていません。

試験に

合格 ＝

筆記 合格基準

＋

実技 合格基準

全体で 60％以上

各科目 40％以上
60％以上

◎�試験に合格するためには、筆記及び実技の両方で合格基準に達していなければな

りません。なお、実技は「写真・イラスト・図面等による記述式」となっていま

す。

◎�各章では、項目を更に細かく区分し、各項目ごとにテキスト⇒過去問題⇒問題の

正解・解説、の順番に編集してあります。消防設備士第６類について、基礎知識

がない読者の方は、テキスト⇔過去問題⇔正解・解説を見比べて、問題の中身を

理解して下さい。
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◎�基礎知識がついたら、過去問題を繰り返し解いて、必要な知識や数値を暗記する

ようにします。

◎�過去問題の左端にある「□」はチェックマークを表しています。習熟度に応じて

ご活用下さい。また、問題文の最後の［★］は頻出問題であることを表し、［改］
は法改正等に合わせて内容を一部変更していることを表しています。

◎�［編］は、２つの類似問題を編集部で１つの問題にまとめたものであることを表

しています。

◎�「第１章　消防関係法令（全類共通）」「第４章　消火器の構造・機能」「第６章　
消火器の規格に関する省令」及び「第７章　実技／鑑別等試験」に使われている写
真は、弊社が実物を撮影したものを除き、次のメーカー各社からご提供いただいた
ものです。本文で表記している略称と会社名は、次のとおりです。

〈写真協力〉

◇ヤマトプロテック…ヤマトプロテック株式会社
◇モリタ宮田…モリタ宮田工業株式会社
◇ハツタ…株式会社初田製作所
◇セコム…セコム株式会社

令和６年４月　消防設備士　編集部
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一部免除について

◎�消防設備士�甲種第５類または乙種第５類の免状を所有している方は、受験申請

時に「科目免除」を行うと、以下のアミ部分が免除となり、太枠部分の問題で受

験することになります。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

筆記

消防関係法令（共通） ６問 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（６類） ４問 第２章　消防関係法令（第６類）

機械に関する基礎的知識 ５問 第３章　機械に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

機械部分 ９問
第４章　消火器の構造・機能

第５章　消火器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　消火器の規格に関する省令

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等

◎�消防設備士�甲種第１・２・３・４類または乙種第１・２・３・４・７類のいず

れかの資格を有している方は、受験申請時に「科目免除」を行うと、以下のアミ

部分が免除となり、太枠部分の問題で受験することになります。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

筆記

消防関係法令（共通） ６問 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（６類） ４問 第２章　消防関係法令（第６類）

機械に関する基礎的知識 ５問 第３章　機械に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

機械部分 ９問
第４章　消火器の構造・機能

第５章　消火器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　消火器の規格に関する省令

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等

◎�その他、詳細については消防試験研究センターのHPをご確認ください。
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法令の基礎知識

◎�法令は、法律、政令、省令などで構成されている。法律は国会で制定されるもの
である。政令は、その法律を実施するための細かい規則や法律の委任に基づく規
則をまとめたもので、内閣が制定する。省令は法律及び政令の更に細かい規則や
委任事項をまとめたもので、各省の大臣が制定する。

◎�消防設備士に関係する法令をまとめると、次のとおりとなる。

消防設備士に関係する法令 本書の略称

法律 消防法 法

政令
消防法施行令 令、政令

危険物の規制に関する政令 危険物令

総務省令

消防法施行規則 規則

危険物の規制に関する規則 危険物規則

消火器の技術上の規格を定める省令 消火器規格

消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 消火薬剤規格
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◎�法令では、法文を指定する場合、条の他に「項」と「号」を使用する。

　 〔法令の例（途中一部省略）〕

５の条71 第 　消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等
又は特殊消防用設備等の工事（設置に係るものに限る。）又は整備のうち、政令で
定めるものを行ってはならない。

　 一 　第 10 条第４項の技術上の基準又は設備等技術基準に従って設置しなければな
らない消防用設備等

　 二 　設備等設置維持計画に従って設置しなければならない特殊消防用設備等

　　　　　　　　　　　　　　　（略）

８の条71 第 　消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消防用設備等（以下この章
において「工事整備対象設備等」という。）の設置及び維持に関して必要な知識及
び技能について行う。

２ 　消防設備士試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験とする。

３ 　消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年１回以上、
都道府県知事が行う。

４ 　次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種消防設備士試験を受けること
ができない。

　 一 　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機
械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者（当
該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）

　 二 　乙種消防設備士免状の交付を受けた後二年以上工事整備対象設備等の整備（第
17 条の５の規定に基づく政令で定めるものに限る。）の経験を有する者

　 三 　前二号に掲げる者に準ずるものとして総務省令で定める者

①

②

③

④

　　①第17条の５　１項。１項しかない場合は「第17条の５」と略す。
　　②第17条の５　１項１号または第17条の５　１号。
　　③第17条の８　２項。
　　④第17条の８　４項１号。
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１．消防法令上の定義

◎�防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋
けい

留された船舶、建築物

その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう（法第２条２項）。
　〔解説〕�船きょとは、ドックとも呼ばれ、船の建造や修理などを行うために構築された

設備である。工作物とは、人為的に作られたもので、建築物のほか橋やトンネ
ルなど。

◎�消防対象物とは、山林又は舟車、

船きょ若しくはふ頭に繋留された

船舶、建築物その他の工作物又は

物件をいう（法第２条３項）。
　〔解説〕�物件とは、「又は」の前部で

示されているもの以外の全
てが対象となる。
防火は、火災を防ぐこと。また、消防は消火＋防火の意。

◎�関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう（法

第２条４項）。

◎�関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう（法第２条５

項）。

◎�舟
しゅうしゃ

車とは、船舶安全法第２条１項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳

船その他の舟及び車両をいう（法第２条６項）。
　〔解説〕�船舶安全法は船体、機関および諸設備について最低の技術基準を定め、船舶が

これを維持するよう強制している法律である。

◎�危険物とは、消防法�別表第１の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応

じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう（法第２条７項）。

〔消防法�別表第１〕

類別 性　質 品　名
第１類 酸化性固体 １．塩素酸塩類　　２．過塩素酸塩類 （３～　省略）
第２類 可燃性固体 １．硫化リン　　　２．赤リン （３～　省略）

第３類 自然発火性物質
及び禁水性物質 １．カリウム　　　２．ナトリウム （３～　省略）

第４類 引火性液体
１．特殊引火物（ジエチルエーテルなど）
２．第一石油類（ガソリンなど）
３．第二石油類（灯油、軽油など） （４～　省略）

第５類 自己反応性物質 １．有機過酸化物　２．硝酸エステル類 （３～　省略）

第６類 酸化性液体 １．過塩素酸　　　２．過酸化水素 （３～　省略）
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◎�消防用設備等とは、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動

上必要な施設をいう（法第17条１項）。

◎�特定防火対象物とは、法第17条１項の防火対象物（劇場、病院、飲食店、百貨店、

旅館、地下街等）で多数の者が出入するものとして政令で定めるものをいう（法

第17条の２の５　２項４号）。

◎�複合用途防火対象物とは、防火対象物で政令で定める２以上の用途に供されるも

のをいう（法第８条１項）。

◎�住宅用防災機器とは、住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であっ

て政令で定めるものをいう（法第９条の２　１項）。

◎�無
む そ う か い

窓階とは、建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有
効な開口部を有しない階をいう（令第10条１項５号）。

◎�令第10条１項５号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有し

ない階は、11階以上の階にあっては直径50cm以上の円が内接することができる

開口部の面積の合計が当該階の床面積の30分の１を超える階（普通階）以外の階、

10階以下の階にあっては直径１m以上の円が内接することができる開口部又はそ

の幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部（大型開口部）を２以

上有する普通階以外の階とする（規則第５条の３　１項）。
　〔解説〕�無窓階については、この規定の他にも細かく定められている。無窓階では、内

部からの避難が困難であり、かつ、消防隊の進入も困難と推測されるため、施
設内に設置する消防用設備の基準が厳しくなる。
10階以下の階で床面積が15m×10m＝150m2の場合、75cm×1.2mの引き違い
窓の必要個数を調べてみる。開口部の面積の合計（最小値）は、150m2／30＝
５m2となる。引き違い窓１個当たりの開口部面積は75cm×1.2m×2＝1.8m2と
なり、普通階にするためには３個以上設置する必要がある。２個では無窓階と
なる。

◎�地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井

の高さの３分の１以上のものをいう（建築基準法施行令第１条１項２号）。
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▶▶過去問題◀◀

【１】消防法令に定める「関係者」として、誤っているものは次のうちどれか。

□　１�．防火対象物の管理者

　　２．消防対象物の所有者

　　３．防火対象物の防火管理者

　　４．消防対象物の占有者

【２】無窓階の説明として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。［編］
□　１．建築物の外壁に窓を有しない階

　　２．採光上又は排煙上有効な開口部を有しない階

　　３．排煙上又は消火活動上有効な窓が一定基準に達しない階

　　４．消火活動上有効な窓が一定基準に達しない階

　　５�．消火活動上有効な窓を有しない階

　　６．避難上又は排煙上有効な開口部が一定基準に達しない階

　　７．窓を有しない階

　　８�．避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階

【３】消防法令に定められている用語の定義として、誤っているものは次のうちど

れか。

□　１．関係のある場所………�防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。

　　２．舟車……………………�船舶安全法第２条１項の規定を適用しない船舶、端

舟、はしけ、被曳船その他の舟をいう。

　　３．関係者…………………�防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占

有者をいう。

　　４．複合用途防火対象物…�防火対象物で政令で定める２以上の用途に供される

ものをいう。

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解３　　

【２】正解８　

【３】正解２
２．舟車とは、船舶安全法第２条１項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船
その他の舟及び車両をいう。「車両」が抜けている。
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６．大型消火器の設置　� ……………………………… 114
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７．曲げ応力

◎�はりに曲げモーメントが作用している状態では、はりの内側が圧縮され、外側が

引張られている。従って、中立面を挟んで圧縮側では圧縮応力、引張側では引張

応力が生じていることになる。これら正負の応力を総称して曲げ応力という。

◎�はりの最大曲げ応力σmax は、はりに作用する曲げモーメント M とはりの断面係
数 Z から次の式で表される。

 　　　M
　　σmax ＝ ── 　　　Z

◎�はりの断面係数は、曲げに対する強さを表す値で、はりの断面形状によって決ま

る。この数値が大きい断面形状のはりほど、同じ大きさの曲げモーメント M が

作用しても、最大曲げ応力は小さくなる。

◎�今、長方形断面の部材を［タテ］と［ヨコ］にして、片持はりとして使用したと

きの最大曲げ応力を比較する。はりの先端に加える集中荷重は 600N とする。
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◎�長方形断面の断面係数は、（1/6）bh2 と定まっている。単位は mm3 となる。

　　［タテ］Z ＝（1/6）× 20 × 40 × 40 ≒ 5,333.3（mm3）

　　［ヨコ］Z ＝（1/6）× 40 × 20 × 20 ≒ 2,666.7（mm3）

◎�片持はりの最大曲げモーメントμは、固定端に生じる。

　　M ＝ 600N × 400mm ＝ 240,000N･mm

◎�［タテ］と［ヨコ］の最大曲げ応力は、次のとおりとなる。

　1N/mm2 ＝ 1MPa である。

　　［タテ］σmax ＝ 240,000N･mm ／ 5333.3mm3 ≒ 45N/mm2 ＝ 45MPa

　　［ヨコ］σmax ＝ 240,000N･mm ／ 2666.7mm3 ≒ 90N/mm2 ＝ 90MPa
◎�一般に、同じ断面積であっても、中立面（軸）から遠い位置に、より面積が分布

する形状のはりが、曲げに対して強いことになる。

◎�各種断面の面積Aと断面係数Z

断面 A〔mm2〕 Z〔mm3〕
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▶▶過去問題◀◀

【１】下図のように、直径40mmの丸い鋼棒を片持はりとし、支点から500mmのとこ

ろに1,900Nの力を作用させた場合の最大曲げ応力として、最も近いものは次の

うちどれか。ただし、鋼棒（直径d）の断面係数は（πd3／32）とする。

□　１�．12.0MPa

　　２．47.5MPa

　　３．151.2MPa

　　４．700.0MPa

【２】３×106N･mmの曲げモーメントを受けているはりの断面係数が６×104mm3

の場合、曲げ応力として、正しいものは次のうちどれか。

□　１�．0.02MPa

　　２．0.04MPa

　　３．50MPa

　　４．100MPa

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解３
　　最大曲げモーメント M ＝ W × L ＝ 1,900N × 500mm ＝ 950,000N･mm
　　断面係数 Z ＝（3.14 × 40mm × 40mm × 40mm）／ 32 ＝ 6,280mm3

� � 　　　　M　　 950,000N･mm
　　最大曲げ応力σmax ＝�──�＝�────────�＝ 151.27…N/mm2 ＝ 151.27…MPa
� � 　　　　Z　　　 6,280mm3

　�　答えが 151.2MPa となっているのは、円周率πの取扱い方法による。小数点第３位
以下を正確に指定すると、答えに近い値となる。

【２】正解３
� � 　　　　M　　 3 × 106N･mm
　　最大曲げ応力σmax ＝�──�＝�────────�＝ 0.5 × 102N/mm2
� � 　　　　Z　　  6 × 104mm3

　　１Pa ＝ 1N/m2

　　１MPa ＝ 1000kPa ＝ 1 × 106Pa
　　0.5 × 102N/mm2 ＝ 50 × 106N/m2 ＝ 50 × 106Pa ＝ 50MPa
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３．指示圧力計の構造

◎�指示圧力計は、ブルドン管式のものが使われている。

◎�ブルドン管式は、断面が偏平な金属管をうず巻き状にしてある。開口固定端から

測定圧力を導入すると、圧力に応じて金属管の曲率が変化し、管先の密閉自由端

が変位する。

◎�管先の変位（移動）量は、管の弾性により圧力に比例する。このため、管先の指

針が管内の圧力を表示する。

9.87

消
×10－1Mpa

SUS

使用圧力範囲
（緑色）

ブルドン管の材質

【指示圧力計の例】

◎�ブルドン管の材質は、ステンレス鋼（SUS）、黄銅（Bs）、りん青銅（PB）、ベ

リリウム銅（BeCu）などの高弾性合金が使用される。また、消火器用のものは

規格により、ブルドン管の材質を表示するようになっている。
　〔解説〕�ブルドンは、ブルドン管を考案したフランス人の名前である。

◎�消火器用のブルドン管は、内部の消火薬剤によって腐食することがないように、

種類ごとに次の材質のものが使われている。

　〔消火器ごとの圧力検出部の材質〕

消火器の種類 材質記号（材質）

水（浸潤剤入り）消火器

SUS（ステンレス鋼）強化液消火器

機械泡消火器

粉末消火器
Bs（黄銅）、BeCu（ベリリウム銅）
PB（りん青銅）、SUS

◇ SUS は、ステンレス鋼の材質記号を表す。錆びにくい特殊用途の鋼であることを示
す「Steel Special Use Stainless」から。

◇ Bs は、黄銅（真ちゅう）の材質記号を表す。Brass から。
◇ BeCu は、ベリリウム銅（銅にわずかなベリリウムを加えた合金）の材質記号を表す。

ベリリウムと銅の元素記号から。
◇PBは、りん青銅（銅と錫の合金である青銅にりんがわずかに含有）の材質記号を表

す。「Phosphor Bronze」から。
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▲指示圧力計の例

▶▶過去問題◀◀

【１】消火器の種別と指示圧力計に示される圧力検出部（ブルドン管）の材質記号

の組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。［★］

消火器の種別 材質記号

□　１�． 強化液消火器 SUS

　　２． 強化液消火器 Bs

　　３． 粉末消火器 SUS

　　４． 粉末消火器 Bs

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解２
　�　水（浸潤剤入り）消火器・強化液消火器・機械泡消火器では、指示圧力計の圧力検出

部（ブルドン管）にステンレス鋼（SUS）を使用すること。ステンレス鋼以外の銅合金
では腐食する危険性がある。粉末消火器では、ステンレス鋼（SUS）の他に黄銅（Bs）、
りん青銅（PB）、ベリリウム銅（BeCu）の圧力検出部（ブルドン管）を使用できる。
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５．蓄圧式消火器の整備

■１．消火器の分解
◎�蓄圧式の消火器は、次の手順で分解する。

　①�総質量を秤量して、消火薬剤量を確認

する。

　②�指示圧力計の指針が緑色範囲内（0.7MPa

～ 0.98MPa）にあることを確認する。

▲消火器の計量

　③�キャップの側面などに減圧孔が設けられているものは、キャップを徐々に回し

て残圧を排除する。減圧孔のないものは、本体容器を逆さまにしてレバーを握

り、容器内圧を完全に排出する。

▲逆さまにして容器内圧を排出 ▲内圧のゼロを確認

　〔解説〕�本体容器を逆さまにすると、サイホン管の端が消火薬剤より上に出るため、薬
剤を放射せずに、内圧だけを排出することができる（二酸化炭素消火器及びハ
ロン1301消火器を除く）。

　〔解説〕�減圧孔は多くの消火器に設けられている（ガス系の消火器を除く）。排圧栓は、
主に加圧式粉末消火器（開閉バルブ式の消火薬剤量3.5kg以上）に設けられてい
る。ドライバーで回すと残圧を排出することができる。

　④�本体容器をクランプ台に固定し、キャッ

プスパナでキャップを緩める。

　　※ キャップの開閉には、所定のキャップス

パナを用い、ハンマーで叩いたり、タガ
ネをあてたりしないこと。

　⑤バルブ本体を本体容器から抜き取る。

▲キャップスパナで緩める
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　⑥�本体容器をクランプ台から外し、中の消

火薬剤をポリバケツ（水系消火剤）やポ

リ袋（粉末消火剤）などに移す。

▲中の消火薬剤の移し替え

　⑦�水系の消火器にあっては、本体容器の内外、キャップ（バルブ本体）、ホース、

ノズル、サイホン管等を水洗いする。粉末消火器にあっては、水分（湿気）

が禁物であるため、除湿（乾燥）した圧縮空気や窒素ガスにより本体容器内、

キャップ（バルブ本体）、ホース、ノズル、サイホン管等をエアブローにて清

掃する。

　⑧各部分についての確認を行う。

■２．消火薬剤の充てん
◎�消火薬剤を次の手順で消火器に充てんする。

　①�あらかじめメーカー指定の消火薬剤を用

意しておく。また、パッキン等はメーカー

により再使用しないよう指示されている

場合がある。

▲キャップのパッキン

　②本体容器内に漏斗を挿入する。

　③�消火薬剤の量又は質量を確認して、静か

に注入する。

　④�口金のパッキン座やねじ等に付着した粉

末消火剤はハケ等で除去する。水系消火

剤が付着している場合は水で洗い流す。

▲強化液消火薬剤の注入

　⑤�バルブ本体を本体容器に挿入し、指示圧力計が正面を向くように保持しながら

キャップを手で締める。

　⑥本体容器をクランプ台に固定し、キャップスパナでキャップを締める。

　⑦「６．蓄圧ガスの充てん」（258P 参照）作業に進む。
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▶▶過去問題◀◀

【１】蓄圧式消火器の整備の方法で、正しいものは次のうちどれか。

□　１�．ホース、ノズルが一体的に組み込まれているものは、ノズルを取り替える

場合、ノズルを既存のホースに差し込んだ上から金具で固定して取り替える。

　　２�．消火薬剤の質量、容量が規定量ないものは、新しい消火薬剤と古い消火薬

剤を混ぜないために、必ず新しい消火薬剤に詰め替える。

　　３�．レバーの作動確認は、組み立てたまま行うとバルブが開いたりして誤放射

することがあるので、整備をする前に、内圧を排出してから行う。

　　４�．指示圧力計には、使用圧力範囲、圧力検出部の材質記号及び蓄圧ガスの種

類が明示されており、指示圧力計を取り替える際には指示されているものを

使用する。

【２】次の文は、全量放射しなかったある消火器の使用後の整備の一部について説

明したものである。この説明から、ある消火器の名称として、正しいものは次の

うちどれか。

　�　「消火器を逆さまにし、残量を放射して乾燥した圧縮空気等でホース及びノズ

ルをクリーニングした。」

□　１�．化学泡消火器　　　２�．二酸化炭素消火器

　　３�．強化液消火器　　　４�．粉末消火器

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解３
　１�．ノズルがホースに挿入されて一体的に組み付けられている場合は、アッセンブリ�

（組）で取り替える。どちらか一方だけを取り替えることをしてはならない。
　２�．消火薬剤は、一般に新品のものに詰め替える場合が多い。しかし、古い消火薬剤で

あっても、性状について点検の結果、変色、腐敗、沈澱物、汚れ、固化等の異常のな
いものは不足分を補充することができる。「必ず新しい消火薬剤に詰め替え」なけれ
ばならない、というわけではない。

　４�．指示圧力計には、使用圧力範囲及び圧力検出部（ブルドン管）の材質記号が明示さ
れている。しかし、蓄圧ガスの種類は明示されていない。

【２】正解４
　�　蓄圧式消火器（二酸化炭素及びハロン 1301 消火器を除く）は本体容器を逆さまにし

て残圧を排出することができる。強化液などの水系の消火器はホースやノズル等を水洗
いするが、粉末消火器の場合、水分は厳禁となるため乾燥した圧縮空気や窒素ガス等を
使用して清掃する。
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８．本体容器の板厚

◎�次の表に掲げる加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の本体容器は、それぞれに掲

げる数値以上の板厚を有する堅ろうなものでなければならない（消火器規格第11

条）。

区　分 板厚

JIS G 3131 に適合する材質又はこれと同等
以上の耐食性を有する材質を用いたもの

内径120mm以上のもの 1.2mm

内径120mm未満のもの 1.0mm

JIS H 3100若しくはJIS G 4304に適合す
る材質又はこれらと同等以上の耐食性を有す
る材質を用いたもの

内径100mm以上のもの 1.0mm

内径100mm未満のもの 0.8mm

　〔解説〕JIS�G�3131…熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
　　　　 �JIS�H�3100…銅及び銅合金の板及び条
　　　　 �JIS�G�4304…熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

　〔用語〕熱
ねつ

間
かん

圧
あつ

延
えん

：金属を一定温度以上に加熱して圧延する加工法。

　　　　 �鋼
こう

帯
たい

：鋼板を帯状にしてロール状に丸めたもの。

　　　　 �条
じょう

：金属をコイル状に巻いた形状にしたもの。

▶▶過去問題◀◀

【１】蓄圧式消火器の本体容器について、その内径区分ごとに必要とされる板厚の

組み合わせとして、規格省令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、日本産

業規格（JIS）H�3100 若しくは日本産業規格（JIS）G�4304 に適合する材質又は

同等以上の耐食性を有する材質を用いるものとする。

本体容器の内径 板厚

□　１�． 100mm以上のもの 1.0mm以上

　　２． 100mm未満のもの 0.6mm以上

　　３． 120mm以上のもの 1.2mm以上

　　４． 120mm未満のもの 1.0mm以上

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解１
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第７章　実技／鑑別等試験

 １．メーカー別の主な消火器の外観　�……………… 320
 ２．適応する消火器　�………………………………… 323
 ３．車載式＆大型消火器　�…………………………… 324
 ４．各種消火器の特徴と構造（１種類）　� ………… 333
 ５．各種消火器の特徴と構造（複数種類）　� ……… 346
 ６．簡明な表示（記載表示）　� ……………………… 355
 ７．消火器の設置個数　�……………………………… 356
 ８．消火器の部品　�…………………………………… 366
 ９．検定対象機械器具等の対象　�…………………… 376
10．消火器の点検＆整備（粉末消火器）　� ………… 377
11．消火器の点検＆整備（蓄圧式の残圧）　� ……… 382
12．消火器の点検＆整備（蓄圧用ガスの充てん）� … 383
13．消火器の点検＆整備（加圧式粉末消火器）　� … 386
14．消火器の点検＆整備（化学泡の消火薬剤）　� … 389
15．消火器の点検＆整備（抜取り方式）　� ………… 390
16．消火器の点検＆整備（耐圧性能試験）　� ……… 392
17．消火器の点検＆整備（指示圧力計）　� ………… 393
18．消火器の点検＆整備（点検票）　� ……………… 395
19．点検・整備に使用する工具及び器具　�………… 398

※ 消火器の全体写真は、消火器メーカー各社のご協力をいただいて掲載しました。
　本書で表記している略称と会社名は次のとおりです。
　◇ヤマトプロテック…ヤマトプロテック株式会社
　◇モリタ宮田…モリタ宮田工業株式会社
　◇ハツタ…株式会社初田製作所
　◇セコム…セコム株式会社
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【２】下の写真は、車載式の消火器の一例を示したものである。大型消火器に該当

しないものを２つ選び、記号Ａ～Ｅで答えなさい。なお、写真の下の表記は、消

火薬剤別の消火器の名称及び充てんされている消火薬剤の量である。［★］

□

　　　Ａ．強化液消火器
　　　　　20リットル

　　Ｂ．機械泡消火器
　　　　20リットル

　　Ｃ．粉末消火器
　　　　20キログラム

　　　　　　Ｄ．二酸化炭素消火器
　　　　　　　　23キログラム

　　　Ｅ．化学泡消火器
　　　　　96リットル
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【14】下の写真に示す消火器について、次の各設問に答えなさい。

□　１�．この消火器の名称及び加圧方式を答えなさい。

　　２�．矢印で示す消火器の外面は何％以上を赤色仕上げとしなければならないか

答えなさい。

【15】下の写真に示す消火器について、次の各設問に答えなさい。

□　１�．この消火器の名称及び操作機構上の方式を答えなさい。

　　２．この消火器の使用温度範囲を答えなさい。
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